
議案第 19号 関係資料

福   祉    部

平成 24年 3月 14日

葛飾区障害者福祉センター条例の一部を改正する条例

障害者施設課

1 改 正理由

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を

見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴い、 自立生活支援センター及び子 ども発達センタ
ーの事業を改めるほか、所要の改正をするもの

2 改 正内容

(1)自 立生活支援センターの事業 として、新たに障害者 自立支援法に規定

する特定相談支援事業及び児童福祉法に規定する障害児相談支援事業を

定めること

(2)子 ども発達センターの事業 として、障害者 自立支援法に規定する児童

デイサービスに関する事業及び児童福祉法に基づく知i的障害児通園事業

を同法に規定する児童発達支援を行 う事業に改めること

3 新 旧対照表

別紙 1の とお り

4 施 行期 日

平成 24年 4月 1日

5 そ の他

葛飾区障害者福祉センター条例施行規貝Jの一
部を改正する規則 (案)に つ

いては、別紙 2の 新旧対照表のとお り



葛飾 区障害者福祉セ ンタ‐条例 の一部 を改正す る条例

別紙 1

新旧対照表

障害者施設課

葛飾 区障害者福祉セ ンター条例 (改正部分抜粋)

第 1 条  ( 路)

(施設、事業等)

第 2条  障 害者福祉センターに設置する施設の名称

及び種別並びに当該施設において行う事業は、次の

表のとおりとする。

第 1 条  ( 路)

鵬 、事業等)

第 2条  障 害者福祉センターに設置する施設の名称

及び種別並びに当該施設において行う事業は、次の

表のとおりとする。

(1)障 害者自立

支援法(平成 1

7年 法律第 1

23号 )第 5条

第 17項 に規

定する特定相

談支援事業

( 2 ) 児童福祉法

( 昭和 2 2 年

法律第 164

号)第6条 の2

第 6項 に規定

する障害児相

談支援事業

(3)そ の他高飾

区長 (以下 「区

長」とV うヽ。)

が必要 と認め

る事業

1 自 立生活

支援センタ

1 自 立生活

支援センタ

障害者等に対す

る総合的な相談

及び支援



子 ども発

達センター

児童福祉法 (昭

和 22年 法律

第 1 6 4 9 愛

43条 に規定

する知的障害

児通園施設及

び障害者 自立

支援法 (平成 1

7年 ≧律第 1

(1)児 童福祉 子 ども発

達センター

児童福祉法第

43条 第 1号

に規定する福

社型児童発達

支援センター

(1)児 童福祉

法第43条 に

規定する保護

及び知識技能

の付与 (以下

「知的障害児

通園事業」と

いう。)

(2)障 害者自

法第 6条 の 2

第 2項 に規定

する児童発達

支援を行 う事

業 (以下 「児童

発達支援事業」

という。)

(2)保 護者の

出産、傷病その

他の事由によ

り緊急かつ一

時的に保育に

欠ける知的障

害児等に対す

る保育 (以下

「緊急一時保

育」とV うヽ。)

(3)保 護者の

2 3 号) 第5 条

第 8項 に規定

する厚生労働

省令で定める

癬

立支援法第 5

条第 8項 に規

定する児童デ

イサービスに

関す る事 業

(以下 「児童

デイサービス

事 業 」 とい

う。)

(3)保 護者の

出産、傷病その

他の事由によ

り緊急かつT

時的に保育に

欠ける知的障

害児等に対す

る保育 (以下

「緊急一時保

育」という。)

(4)保 護者の



第 3条  (略 )

(子ども発達センターにおける知的障害 児通園事

業の利用に係る使月翔       _

第 3条 の2 知 的障害児通園事業を利用する障害児

の保護者は、児童福祉法第24条 の2第 2項 に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した費

第3条  (略 )

( 削 除 )

子育てに伴 う

心身の疲労の

解消その他の

事由によリー

時的に保育を

必要 とする知

的障害児等に

対する保育(以

下 「一時保育」

とV うヽ。)

(5)そ の他葛

飾区長 (以下

「区長」とい

う。)が必要と

認める事業

子育てに伴 う

心身の疲労の

解消その他の

事由によリー

時的に保育を

必要 とする知

的障害児等に

対する保育 (以

下 「一時保育」

という。)

(4)そ の他区

量が必要 と認

める事業

障害者 自立支

援法第 5条 第

22項 に規定

する地域活動

支援センター

4 地 域活動

支援センタ

障害者 自立支

援法第 5条 第

26項 に規定

する地域活動

支援センター

4 地 域活動

支援センタ

( 1 ) ( 略)

(2)(路 )

(3)(略 )

( 1 ) ( 略)

(2)(略 )

(3)(略 )



用の額を使用料として納付しなければならない。

(子ども発達センターにおける知的障害児通園事 |( 肖 」除 )

業の利用L係 る使用料の減額)

第 3条 の3 区 長は、特別の理由があると認めるとき

は、前条に規定する使用料を減額することができ

る。

(子ども発達センターにおける児童デイサービス

事業の利用者)

第4条 児童デイサービス事業を利用することがで

きる者は、葛飾区内に住所を有する知的障害児その

他区長が必要と認める児童で、1歳 6箇月から小学

校就学の始期に達するまでのものとする。

(子ども発達センターにおける児童デイサエビス

事業の利用に係る使用料)

第 5条  児 童デイサービス事業を利用する者の保護

者は、障害者自立支援法第29条 第3項 に規定する

厚生弟駒大臣が定める基準により算定した費用の

額を使用料として納付しなければならない。

(子ども発達センターにおける児童デイサービス

事業の利用に係る使用料の減額)

第6条  区 長は、特別の理由があると認めるときは、

前条に規定する使用料を減額することができる。

(子ども発達センターにおける児童発達支援事業

のXll用者)

第 4条  児 童発達支援事業を利用することができる

者は、葛飾区内に住所を有する知的障害児その他区

長が必要と認める児童で、1歳 6箇月から小学校就

学の始期に達するまでのものとする。

(子ども発達センターにおける児童発達支援事業

の利用に係る使用料)

第 5条 児童発達支援事業を利用する者の保護者は、

児童福祉法免 21条 の5の 3第 2項 第 1号 に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した費

用の額を使用料として納付しなければならない。

(子ども発達センターにおける児童発達支援事業

の利用に係る使用料の剛

第6条 ―区長は、特別の理由があると認めるときは、

前条に規定する使用料を減額することができる。

第7条～第9条  (略 )

(障害者生活介護事業所の使用料)

第 9条の2 障 害者生活介護事業所を利用する者は、

障害者自立支援法第 29条 第 3項 に規定する厚生

労働大臣が定める基準により算定した費用の額を

第7条～第9条  (IISl

(障害者生活介護事業所の使用料)

第 9条 の2 障 害者生活介護事業所を利用する者は、

障害者自立支援法第 29条 第 3項 第 1号 に規定す

る厚生済勘大臣が定める基準により算定した費用



使用料として納付しなければならない。

第 10条 ～第 10条 の4 (略 )

la‐U用の拒否等)

第 11条  区 長は、次の各号のいずれ力Wこ該当すると

きは、知的障害児通園事業、児童デイサービス事業

又は障害者生活介護事業所の利用を拒否すること

ができる。

(1) 施 設の利用者が定員に達しているとき。

(2) 懃 性の疾病にり患した者であるとき。

(3)施 設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前 3号 に定めるもののほか、区長が利用を

不適当と認めるとき。

2 ( 略 )

3 ( 略 )

4 ( 略 )

の額を使用料として納付しなければならない。

第 10条 ～第 10条 の4 (略 )

体J用の拒否等)

第 11条  区 長は、次の各号のいずれ力Wこ該当すると

きは、児童発達支援事業又は障害者生活介護事業所

の利用を拒否することができる。

(1)施 設の利用者が定員に達しているとき。

(2) 感 染性の疾病にり患した者であるとき。

(3)施 設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前 3号 に定めるもののほか、区長が利用を

不適当と認めるとき。

2 ( 略 )

3 ( 略 )

4 ( 略 )

第 12条 ～第 13条  (略 ) 第 12条 ～第 13条  (llal

付 則

この条例は、平成24年 4児 1日から逸行する。



男U紙 2

葛飾区障害者福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則 新 1日対照表

障害者施設課

葛飾区障害者福祉センター条例施行規則 (改正部分抜粋)

現 行 改正案

第 1条 (略)

(休館日等)             |

第 2 条

( 1 )  ( 略 )

(2) (路 )

(3) (路 )

2 子 ども発達センターにおける知的障害児通園事

業 (葛飾区障害者福祉センター条例 (平成 16年 葛

飾区条例第 38号 。以下 「条例」という。)第 2条

の表 2の 項に規定する知的障害児通園事業をい

う。)、緊急一時保育 (同項に規定する緊急一時保育

第1条 (路)

(休館日等)

第 2条

( 1 )  (略 )

(2) (略 )

(3) (略 )

2 子 ども発達センタ■における緊急一時保育

(葛飾区障害者福祉センター条例 (平成 16年 葛飾

区条例第38号 と以下 「条例」という占)第 2条 の

表 2の 項に規定する緊急一時保育をいう。以下同

じ。)及 び一時保育 (同項に規定する一時保育をい

う。 以 下 同 じ。) に つ い て は 、 土 曜 日を

休業日とする。

第3条 ～第5条  (略 )

(子ども発達センタとにおける児童発達支援事業

の利用に係る使用料の減額)

第 5条 の2 条 例第 6条 の規定により児童発達支援

重茎の利用に係る使用料を減額することができる

場合及びその額は、次のとおりとする。

(1)児 童が前年度分の特別区民税又は市町村民

をいう。以下同じ。)及 び一時保育 (同項に規定す

る一時保育をいう。以下同じ。)に ついては土曜日

量ェ量ど基埜達童ングrに おける児童デイサービス

事業 (同項に規定する児童デイサービみ事業をい

う。)については月曜日を、それぞれ休業日とする。

第3条 ～第5条  (崎

(子ども発達センターにおける知的障害児通園事

茎の利用に係る使用料の剛

第 5条 の2 条 例第 3条 の3の 規定により知的障害

児通園事業の利用に係る使用料を減額することが

できる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1)児 童が前年度分の特別区民税又は市町村民

1



税が非課税である世帯に属するとき。 使 用料の 1  税 が非 課 税 で あ る世 帯 に属 す る と
｀
き。

額から児童福祉法 (昭和22年 法律第 164号 )1  児 童福祉法 (昭和22年 法律第 164号 )第 21

第24条 の生鐘2項又は笙3項に規定する障童1  条 の5の3第 2項第2号に掲げる額

額

  |(ヵ ∽

2(職                12(Ю

3(llbl               13(崎

第6条 ～第9条  (略 ) 第6条 ～第9条  (略 )

付 則

|この規則は、平成2‐4年 4月 1日から施行する。


